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(57)【要約】
【課題】簡単に開梱できる段ボール製梱包具を提供する
。
【解決手段】本発明は、いずれか１つの側板部が、開梱
用側板部１１に構成され、開梱用側板部１１における中
間部一方寄りの位置に、開梱時に開口されている切り開
き開始部２が設けられ、開梱用側板部１１に、上端縁か
ら切り開き開始部２の上端にかけて上側破断誘導線３が
設けられ、開梱用側板部１１に、下端縁から切り開き開
始部２にかけて下側破断誘導線４が設けられ、上下両側
破断誘導線３，４および切り開き開始部２を境界線にし
て、開梱用側板部１１が周方向に区分けされて、その他
方側の領域が切り開き領域１０として構成され、切り開
き領域１０が外側に開き操作されることにより、開梱用
側板部１１が上下両側破断誘導線３，４に沿って破断さ
れて周方向に切り離されるように構成されている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３枚以上複数の側板部が、梱包製品の周囲を閉塞し得る態様に周方向に連設されるとと
もに、各側板部が、段目方向を梱包製品の高さ方向に対応させた段ボールによって構成さ
れる段ボール製梱包具であって、
　前記複数の側板部のうちいずれか１つの側板部が、開梱用側板部として構成され、
　前記開梱用側板部に、高さ方向中間部における周方向一方寄りの位置に、開梱時に開口
されている切り開き開始部が設けられ、
　前記開梱用側板部に、その上端縁の周方向他方寄りの位置から、前記切り開き開始部の
上端にかけて斜め方向に沿って上側破断誘導線が設けられるとともに、
　前記開梱用側板部に、その下端縁の周方向他方寄りの位置から、前記切り開き開始部の
下端にかけて斜め方向に沿って下側破断誘導線が設けられ、
　前記上下両側破断誘導線および前記切り開き開始部を境界線にして、前記開梱用側板部
が周方向に区分けされて、その他方側の領域が切り開き領域として構成され、
　開口された状態の前記切り開き開始部に対応する部分を起点にして、前記切り開き領域
が外側に開き操作されることにより、前記開梱用側板部が前記上下両側破断誘導線に沿っ
て破断されて周方向に切り離されるように構成されたことを特徴とする段ボール製梱包具
。
【請求項２】
　前記切り開き開始部は、その一部が予め開口された開口部として構成されるとともに、
残りの部分が、切取操作によって開口可能な切取許容部として構成される請求項１に記載
の段ボール製梱包具。
【請求項３】
　前記上下両側破断誘導線の少なくとも一方の破断誘導線の一部に、高さ方向に対し平行
な高さ方向直線部が設けられる請求項１または２に記載の段ボール製梱包具。
【請求項４】
　前記上下両側破断誘導線の各一部に、高さ方向に対し平行な高さ方向直線部がそれぞれ
設けられるとともに、各高さ方向直線部が、互いに周方向に位置をずらせて配置される請
求項１～３のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具。
【請求項５】
　前記上側破断誘導線の上端が、前記開梱用側板部の上端縁における他方側の端部に配置
される請求項１～４のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具。
【請求項６】
　前記上側破断誘導線の上端を含む上側部に、高さ方向に対し傾斜する斜め方向直線部が
設けられる請求項５に記載の段ボール製梱包具。
【請求項７】
　前記下側破断誘導線の下端が、前記開梱用側板部の下端縁における他方側の端部に配置
される請求項１～６のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具。
【請求項８】
　前記下側破断誘導線の下端を含む下側部に、高さ方向に対し傾斜する斜め方向直線部が
設けられる請求項７に記載の段ボール製梱包具。
【請求項９】
　前記切り開き開始部は、その少なくとも一部に、切取操作によって開口可能な切取許容
部が設けられ、
　前記切取許容部は、高さ方向に延びる縦長帯状に形成されるとともに、その切取許容部
の両側縁に沿って中間破断誘導線が設けられ、
　前記切取許容部は、その上下両端のいずれか一方を起点にして、外側に引張操作される
ことにより、切り取られるように構成され、
　前記切取許容部に、周方向に延びる折れ曲げ線が、高さ方向に間隔をおいて複数設けら
れる請求項１～８のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具。
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【請求項１０】
　隣り合う側板部の各間のうち、いずれかの側板部間が継ぎ合わされて連設されるととも
に、継ぎ合わされた２つの側板部のいずれか一方が、前記開梱用側板部として構成される
請求項１～９のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、梱包製品をその周囲を覆うように梱包する段ボール製梱包具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家電製品等は、設置場所に到着するまでは、段ボール製の梱包具によって梱包されてお
り、設置場所周辺において、段ボール製梱包具を開梱するのが通例である。
【０００３】
　また下記特許文献１には、冷蔵庫、洗濯機等のような背の高い大型製品を梱包するため
の段ボール製梱包具が開示されているが、このような大型製品においても、上記と同様に
、設置場所周辺で、梱包具を開梱するようにしている。
【０００４】
　ところで、このような大型製品の梱包具を開梱する場合には例えば、大型製品に対し梱
包具を上方へ抜き取って、梱包具を取り外したり、あるいはカッターナイフ等を用いて、
梱包具を切り裂いて、梱包具を取り外すのが一般的である。
【特許文献１】特開２００７－２４６１１８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、梱包具を上方へ抜き取る場合には、製品の背丈が高いと、梱包具を製品
の背丈よりも高い位置まで持ち上げる必要があるため、梱包具の持ち上げ量が非常に多く
なり、開梱するのが困難になる、という問題があった。そればかりか、屋内の場合には、
梱包具を製品上端から抜き取る際に、梱包具が天井に当たって、梱包具を簡単に抜き取る
ことができないこともある。
【０００６】
　またカッターナイフによって梱包具を切り裂く場合には、カッターナイフで梱包製品を
傷付けないように、梱包具を慎重にゆっくりと切り裂いていく必要があり、作業者にとっ
て負担が大きく、簡単に開梱することができない、という問題が発生する。
【０００７】
　この発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、大型製品を梱包するように構成
しても、簡単かつ確実に開梱することができる段ボール製梱包具を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は以下の構成を要旨とするものである。
【０００９】
　［１］　３枚以上複数の側板部が、梱包製品の周囲を閉塞し得る態様に周方向に連設さ
れるとともに、各側板部が、段目方向を梱包製品の高さ方向に対応させた段ボールによっ
て構成される段ボール製梱包具であって、
　前記複数の側板部のうちいずれか１つの側板部が、開梱用側板部として構成され、
　前記開梱用側板部に、高さ方向中間部における周方向一方寄りの位置に、切り開き開始
部が設けられ、
　前記開梱用側板部に、その上端縁の周方向他方寄りの位置から、前記切り開き開始部の
上端にかけて斜め方向に沿って上側破断誘導線が設けられるとともに、
　前記開梱用側板部に、その下端縁の周方向他方寄りの位置から、前記切り開き開始部の
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下端にかけて斜め方向に沿って下側破断誘導線が設けられ、
　前記上下両側破断誘導線および前記切り開き開始部を境界線にして、前記開梱用側板部
が周方向に区分けされて、その他方側の領域が切り開き領域として構成され、
　開口された状態の前記切り開き開始部に対応する部分を起点にして、前記切り開き領域
が外側に開き操作されることにより、前記開梱用側板部が前記上下両側破断誘導線に沿っ
て破断されて周方向に切り離されるように構成されたことを特徴とする段ボール製梱包具
。
【００１０】
　［２］　前記切り開き開始部は、その一部が予め開口された開口部として構成されると
ともに、残りの部分が、切取操作によって開口可能な切取許容部として構成される前項１
に記載の段ボール製梱包具。
【００１１】
　［３］　前記上下両側破断誘導線の少なくとも一方の破断誘導線の一部に、高さ方向に
対し平行な高さ方向直線部が設けられる前項１または２に記載の段ボール製梱包具。
【００１２】
　［４］　前記上下両側破断誘導線の各一部に、高さ方向に対し平行な高さ方向直線部が
それぞれ設けられるとともに、各高さ方向直線部が、互いに周方向に位置をずらせて配置
される前項１～３のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具。
【００１３】
　［５］　前記上側破断誘導線の上端が、前記開梱用側板部の上端縁における他方側の端
部に配置される前項１～４のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具。
【００１４】
　［６］　前記上側破断誘導線の上端を含む上側部に、高さ方向に対し傾斜する斜め方向
直線部が設けられる前項５に記載の段ボール製梱包具。
【００１５】
　［７］　前記下側破断誘導線の下端が、前記開梱用側板部の下端縁における他方側の端
部に配置される前項１～６のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具。
【００１６】
　［８］　前記下側破断誘導線の下端を含む下側部に、高さ方向に対し傾斜する斜め方向
直線部が設けられる前項７に記載の段ボール製梱包具。
【００１７】
　［９］　前記切り開き開始部は、その少なくとも一部に、切取操作によって開口可能な
切取許容部が設けられ、
　前記切取許容部は、高さ方向に延びる縦長帯状に形成されるとともに、その切取許容部
の両側縁に沿って中間破断誘導線が設けられ、
　前記切取許容部は、その上下両端のいずれか一方を起点にして、外側に引張操作される
ことにより、切り取られるように構成され、
　前記切取許容部に、周方向に延びる折れ曲げ線が、高さ方向に間隔をおいて複数設けら
れる前項１～８のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具。
【００１８】
　［１０］　隣り合う側板部の各間のうち、いずれかの側板部間が継ぎ合わされて連設さ
れるとともに、継ぎ合わされた２つの側板部のいずれか一方が、前記開梱用側板部として
構成される前項１～９のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具。
【００１９】
　なお本発明においては、以下の好適な構成も採用することができる。
【００２０】
　［１１］　梱包製品の外面に、梱包製品に関連した情報が表示された情報表示部が設け
られ、その情報表示部に対応して前記開口部が配置される前項２に記載の段ボール製梱包
具。
【００２１】
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　［１２］　複数の側板部のうち、前記開梱用側板部を除く側板部が、梱包具の荷積み配
送時における接地面に構成される前項１～１１のいずれか１項に記載の段ボール製梱包具
。
【００２２】
　［１３］　前記側板部が、３枚の平板紙の各間に波板紙がそれぞれ介在された２層構造
の強化段ボールによって構成される前項１～１２のいずれか１項に記載の段ボール製梱包
具。
【発明の効果】
【００２３】
　発明［１］の段ボール製梱包具によれば、開梱時には、開梱用側板部の切り開き領域を
周方向に沿って開き操作するだけで簡単に、開梱用側板部を周方向に切り離すことができ
て確実に開梱することができる。
【００２４】
　発明［２］の段ボール製梱包具によれば、開梱時における切り開き開始部の開口寸法を
十分大きく確保することができ、開梱作業をより一層簡単に行うことができる。
【００２５】
　発明［３］の段ボール製梱包具によれば、背の高い大型製品を梱包できるように構成し
たとしても、上記と同様に簡単かつ確実に開梱することができる。
【００２６】
　発明［４］の段ボール製梱包具によれば、高さ方向に平行な複数の破断誘導線が、直列
に配置されることがなく、十分な強度を確保することができる。
【００２７】
　発明［５］～［８］の段ボール製梱包具によれば、強度が低下するのを防止することが
できる。
【００２８】
　発明［９］の段ボール製梱包具によれば、切取許容部をスムーズに切り取ることができ
て、切り開き開始部を確実に開口することができる。
【００２９】
　発明［１０］の段ボール製梱包具によれば、強度が低下するのを、より確実に防止する
ことができる。
【００３０】
　好適構成［１１］の段ボール製梱包具によれば、梱包状態において、開口部を介して製
品情報表示部を視認することができ、開梱せずに梱包製品の情報を正確に把握することが
できる。
【００３１】
　好適構成［１２］の段ボール製梱包具によれば、破損や破裂等の不具合を防止しつつ、
トラック荷台等に対する積み卸し作業を支障なく行うことができる。
【００３２】
　好適構成［１３］の段ボール製梱包具によれば、より一層高い強度を得ることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　図１～４はこの発明の第１実施形態である段ボール製梱包具を示す図である。これらの
図に示すように、この段ボール製梱包具（１）は、高さが２ｍ以上もある電気式室外給湯
機（自然冷媒ヒートポンプ給湯機）の貯湯ユニット（貯湯タンク）を梱包するものである
。この梱包具（１）は、梱包製品における前後左右の周囲４面を閉塞するための４枚の縦
長の側板部（１１）～（１４）を備えている。各側板部（１１）～（１４）は、隣り合う
側板部間の折り曲げ線（１５）に沿って９０°折り曲げられることにより、周方向に連設
される態様に並んで配置され、全体として縦長の角筒状に形成されている。
【００３４】
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　なお本第１実施形態において、上下左右等の各方向は、図１の方向を基準としている。
すなわち同図の紙面に向かって、左右方向を「左右方向（周方向）」、右側を「右側（一
方側）」とし、左側を「左側（他方側）」とし、上下方向は「上下方向（高さ方向）」と
して説明する。
【００３５】
　さらに第１実施形態では、発明の理解を容易にするため、図１において、左端の側板部
（１１）を「前側板部」、左から２番目の側板部（１２）を「右側板部」、左から３番目
の側板部（１３）を「後側板部」、右端の側板部（１４）を「左側板部」として説明する
。
【００３６】
　各側板部（１１）～（１４）は、３枚の平板紙（ライナー原紙）と、２枚の波板紙（中
しん原紙）とが交互に積層された、いわゆる「表紙＋中しん＋中紙＋中しん＋裏紙」タイ
プの２層構造の強化段ボールによって構成されている。さらに各側板部（１１）～（１４
）は、段目方向を高さ方向に一致させ、流れ方向（波寄せ方向）を周方向（左右方向）に
一致させるように構成されている。
【００３７】
　側板部（１１）～（１４）のうち、前側板部（１１）と、左側板部（１４）とは継ぎ合
わされている。すなわち前側板部（１）の左側縁部には、継ぎ代（１５）が設けられ、こ
の継ぎ代（１６）が左側板部（１４）の右側縁部に重ね合わせた状態で貼り付けられてい
る。
【００３８】
　本実施形態において、前側板部（１１）が開梱用側板部として構成されており、この前
側板部（１１）に、切り開き開始部（２）、上側破断誘導線（３）、下側破断誘導線（４
）が設けられている。
【００３９】
　切り開き開始部（２）は、前側板部（１１）の高さ方向中間部における右側部に、高さ
方向に沿って設けられており、縦長の形状を有している。この切り開き開始部（２）は、
上下両端に設けられた横長矩形状の開口部（２１）（２２）と、両開口部（２１）（２２
）間にその間を結ぶように設けられた縦長帯状の切取許容部（２３）とを備えている。
【００４０】
　開口部（２１）（２２）は、その領域に対応する段ボールが切り取られることによって
形成されており、前側板部（１１）を貫通する貫通孔によって構成されている。
【００４１】
　切取許容部（２３）は、両側縁部に沿ってジッパー状の切れ目線（２４）（２４）が設
けられている。両切れ目線（２４）（２４）は、その上端が上側開口部（２１）に達する
とともに、下端が下側開口部（２１）に達する位置まで形成されて、高さ方向（段目方向
）に沿って配置されている。従って、作業者は例えば上側開口部（２１）を介して、切取
許容部（２３）の上端部を摘んで、手前に引っ張れば（開き操作すれば）、前側板部（１
１）が、切れ目線（２４）（２４）に沿って、上端から下端に向けて切り裂かれていき、
閉塞部（２３）が切り取られて、切り開き開始部（２）の全域が開口されるようになって
いる。
【００４２】
　なお図６に示すように本実施形態において、切取許容部（２３）には左右方向（周方向
）に延びる複数のＶ溝状の折り曲げ線（２５）を、高さ方向（上下方向）に沿って等間隔
おきに形成しているため、切取許容部（２３）をスムーズに切り取ることができる。
【００４３】
　すなわち縦長帯状切取許容部（２３）は、段目方向（高さ方向）に沿って形成されて、
段目方向に沿って上方から下方に向けて切り取るよう構成されているため、仮に折り曲げ
線（２５）が形成されない場合には、切取許容部（２３）を切り取っていく際に、折れ曲
がり難く、切取許容部（２３）をスムーズに切り取ることができなくなってしまう。



(7) JP 2010-64756 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

【００４４】
　そこで本実施形態では、切取許容部（２３）に、流れ方向（左右方向）に平行な複数の
折り曲げ線（２５）を、段目方向に等間隔おきに形成しているため、切取許容部（２３）
を上から下へ切り取っていく際に、切取許容部（２３）が、折り曲げ線（２５）の部分に
おいて無理なく外側に順次折れ曲がっていく。従って切取許容部（２３）を段目方向に沿
って簡単かつスムーズに切り取っていくことができる。
【００４５】
　ここで本実施形態においては、切取許容部（２３）の両側に設けられたジッパー状の切
れ目線（２４）（２４）が、中間破断誘導線として構成されている。
【００４６】
　また本実施形態においては、上側および下側開口部（２１）（２２）のうち少なくとも
いずれか一方が、覗き窓として構成されている。すなわち、梱包される製品の外表面には
、製品名、種類、製品番号等の製品に関する情報が表示された製品情報表示部が設けられ
ているが、この製品情報表示部に対応する位置に、上下両側開口部（２１）（２２）のう
ち少なくともいずれか一方が配置されて、覗き窓として構成されている。従って作業者は
、梱包状態において、この覗き窓を介して製品情報表示部を視認することができ、開梱せ
ずに梱包製品の情報を正確に把握することができる。このため例えば、製品の種類を不用
意に間違えてしまう等の不具合を確実に防止することができる。
【００４７】
　図１～４に示すように、前側板部（１１）には、上側開口部（２１）の左上コーナ部か
ら、前側板部（１１）の上端左端部、換言すれば前側板部（１１）の上端における左側板
部（１４）とのコーナ部にかけて、斜め方向に延びるジッパー状の上側切れ目線（３）が
設けられている。
【００４８】
　この上側切れ目線（３）は、第１～第３の３本の直線部（３１）～（３３）によって構
成されている。
【００４９】
　第１直線部（３１）は、高さ方向に対しほぼ４５°で傾斜する方向に沿う直線上に配置
されており、下端が上側開口部（２１）に達するように配置されている。
【００５０】
　第２直線部（３２）は、高さ方向に対し平行な方向に沿って直線状に配置されており、
下端が第１直線部（３１）の上端に接続されている。
【００５１】
　第３直線部（３３）は、第１直線部（３１）と同様、高さ方向に対しほぼ４５°で傾斜
する方向に沿う直線上に配置されており、下端が第２直線部（３２）の上端に接続される
とともに、上端が既述したように前側板部（１１）における上端の左端位置に達するよう
に配置されている。
【００５２】
　また前側板部（１１）には、下側開口部（２２）の左下コーナ部から、前側板部（１１
）の上端左端部、換言すれば前側板部（１１）の下端における左側板部（１４）とのコー
ナ部にかけて、斜め方向に延びるジッパー状の下側切れ目線（４）が設けられている。
【００５３】
　この下側切れ目線（４）は、第１～第５の５本の直線部（４１）～（４５）によって構
成されている。
【００５４】
　第１直線部（４１）は、高さ方向に対しほぼ４５°で傾斜する方向に沿う直線上に配置
されており、上端が下側開口部（２２）に達するように配置されている。
【００５５】
　第２直線部（４２）は、高さ方向に対し平行な方向に沿って直線状に配置されており、
上端が第１直線部（４１）の下端に接続されている。
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【００５６】
　第３直線部（４３）は、第１直線部（４１）と同様、高さ方向に対し４５°で傾斜する
方向に沿う直線上に配置されており、上端が第２直線部（４２）の下端に接続されている
。
【００５７】
　第４直線部（４４）は、第２直線部（４２）と同様、縦方向に対し平行な方向に沿う直
線上に配置されており、上端が第３直線部（４３）の下端に接続されている。
【００５８】
　第５直線部（４５）は、第１，３直線部（４１）（４３）と同様、高さ方向に対し４５
°で傾斜する方向に沿う直線上に配置されており、上端が第４直線部（４４）の下端に接
続されるとともに、下端が既述したように前側板部（１１）における下端の左端位置に達
するように配置されている。
【００５９】
　ここで本実施形態においては、上側切れ目線（３）が、上側破断誘導線として構成され
るとともに、下側切れ目線（４）が、下側破断誘導線として構成されている。
【００６０】
　また上側切れ目線（３）における第１，３直線部（３１）（３３）が、斜め方向直線部
として構成されるとともに、第２直線部（３２）が、縦方向直線部として構成されている
。
【００６１】
　さらに下側切れ目線（４）における第１，３，５直線部（４１）（４３）（４５）が、
斜め方向直線部として構成されるとともに、第２，４直線部（４２）（４４）が、縦方向
直線部として構成されている。
【００６２】
　そして本実施形態においては、上側切れ目線（３）における高さ方向直線部としての第
２直線部（３２）に対し、下側切れ目線（４）における高さ方向直線部としての第２，４
直線部（４２）（４４）は、同一の直線上に配置されないように、周方向（左右方向）に
位置をずらせて形成されている。具体的には、下側の第２直線部（４２）は、上側の第２
直線部（３２）に対し右側（一方側）に位置をずらせて配置されるとともに、下側の第４
直線部（４４）は、上側の第２直線部（３２）に対し左側（他方側）に位置をずらせて配
置されている。
【００６３】
　また本実施形態において、斜め方向直線部としての第１，３直線部（３１）（３３）お
よび第１，３，５直線部（４１）（４３）（４５）は、縦方向に対し３５～６０°、より
好ましくは、４０～５０°の角度で傾斜されるのが良い。すなわち各直線部（３１）（３
３）（４１）（４３）（４５）の傾斜角度をこの範囲内に設定することにより、後述する
ように、切り開き領域（１０）の切り開き操作をスムーズに行うことができる。
【００６４】
　ここで本実施形態においては、前側板部（１１）を、切り開き開始部（２）および上下
両側切れ目線（３）（４）を境界線として、左右の領域に区分けした際に、左側の領域が
切り開き領域（１０）として構成されている。
【００６５】
　以上のように構成された第１実施形態の梱包具（１）は、縦長で平面視矩形状の大型製
品を梱包するものである。すなわち図５に示すように、梱包製品の底面形状に対応した矩
形状のパレット（６）上に、梱包製品が載置された状態で、梱包具（１）を梱包製品の上
から被せるように配置して、梱包具（１）における前後左右の４側板部（１１）～（１４
）が、梱包製品における前後左右の４周側面を閉塞するように配置される。さらに梱包具
（１）の上端開口部に、その上端開口部の形状に対応した矩形状の段ボール製蓋（５）が
嵌合されて、その蓋（５）によって梱包具（１）の上端開口部が閉塞される。
【００６６】
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　そしてその状態で、蓋（５）、右側板部（１２）、パレット（６）および左側板部（１
３）の位置を通るように、複数のバンド（７）で縛り付け、これにより梱包が完了するも
のである。
【００６７】
　ここで、本実施形態の梱包具（１）においては、後側板部（１３）がトラック等に積載
する際の接地面（ずり降ろし面）として構成されており、荷揚げや荷卸しする際に、荷台
に後側板部（１３）を摺接させつつ、梱包具（１）を荷台に対して荷揚げしたり荷卸しす
るようにしている。
【００６８】
　一方、上記したように製品を梱包した梱包具（１）を開梱する場合には、バンド（７）
を取り除いた後、図２に示すように、作業者は上側開口部（２１）を介して、切取許容部
（２３）の上端部を手で握って、手前に引っ張り込みながら下側に移動させていく。この
外側への開き操作により、両側の切れ目線（２４）（２４）が、その上端を起点として、
下方に向かって連続状に順次切り裂かれていき、切取許容部（２３）が前側板部（１１）
から切り取られる。こうして図３に示すように、切取許容部（２３）が開口されて、切り
開き開始部（２）の全域が開口される。
【００６９】
　次に開口状態の切り開き開始部（２）を介して、切り開き領域（１０）の右側縁部を手
で握って、手前に引っ張り込みながら左側に移動させていく。この外側への開き操作によ
り図４に示すように、上下両側切れ目線（３）（４）が、切り開き開始部（２）側の位置
を起点にして、左側に向かって連続状に順次切り裂かれていき、前側板部（１１）におけ
る切り開き領域（１０）が残りの領域から切り離されて、前側板部（１１）が周方向（左
右方向）に分断される。
【００７０】
　その後、各側板部（１１）～（１４）を順次外側に開いていくように、梱包製品から離
脱させることにより、梱包具（１）を梱包製品から完全に取り外すことができる。
【００７１】
　なお蓋（５）の取外操作や、梱包製品のパレット（６）からの降ろし操作等は、梱包具
（１）を開梱する前に行っても良いし、開梱した後に行っても良い。
【００７２】
　以上のように、第１実施形態の梱包具（１）によれば、梱包製品の周囲４面に配置され
る４枚の側板部（１１）～（１４）のうちの前側板部（１１）を、周方向に切り離すこと
ができるように構成さている。このため、開梱時には、前側板部（１１）を切り離して、
周囲４枚の側板部（１１）～（１４）を外側に開いていくだけで取り外すことができため
、例えば梱包具を高く持ち上げて梱包製品から抜き取ったり、梱包具をカッターナイフ等
で切り開いたりするような面倒な作業が必要なく、簡単かつスムーズに開梱することがで
きる。
【００７３】
　さらに本実施形態においては、前側板部（１１）の切り開き領域（１０）を横方向（左
方向）に開いていくことにより、前側板部（１１）を切り離すことができるため、作業者
は手を横方向に移動させて、切り開き領域（１０）を切り開くという無理のない簡単な操
作で確実に開梱することができる。
【００７４】
　また本実施形態においては、上下両側切れ目線（３）（４）に、高さ方向に平行な高さ
方向直線部（３２）（４２）（４４）を設けているため、前側板部（１１）の高さ寸法が
、左右方向（幅方向）寸法よりも極端に大きい場合、つまり前側板部（１１）が背の高い
大型製品に対応する形状であっても、上側切れ目線（３）を、切り開き開始部（２）から
前側板部（１１）の上端縁まで確実に形成できるとともに、下側切れ目線（４）を、切り
開き開始部（２）から前側板部（１１）の下端縁まで確実に形成することができる。従っ
て梱包具（１）が、背の高い大型製品に対応する構成であっても、上下両側切れ目線（３
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）（４）を確実に形成できて、容易に開梱できるという上記と同様の効果を確実に得るこ
とができる。
【００７５】
　さらに本実施形態においては、上側切れ目線（３）の高さ方向直線部（３２）を、下側
切れ目線（４）の高さ方向直線部（４２）（４４）に対し周方向に位置をずらせて配置し
ているため、強度を十分に確保することができる。すなわち仮に、上側切れ目線（３）の
高さ方向直線部と、下側切れ目線（４）の高さ方向直線部とが一致して直線上に配置され
ていると、その部分は、切れ目線が上下に直列に配置されることとなり、折れ曲がり易く
なって強度が低下するおそれがある。このため例えば梱包時にバンド（６）を巻き付けた
際に、折れ曲がって外側に膨らんでしまうような不具合が発生する。そこで本実施形態で
は、高さ方向直線部（３２）（４２）（４４）の位置を左右方向（周方向）にずらせてい
るため、切れ目線が高さ方向に沿って広範囲に配置されるのを防止でき、不用意に折れ曲
がるのを防止することができる。
【００７６】
　また本実施形態においては、切り開き開始部（２）を上下２つの開口部（２１）（２２
）と、その開口部（２１）（２２）間に設けられた切取可能な切取許容部（２３）とで構
成しているため、開梱時には、切取許容部（２３）を切り取って開口させることにより、
開口寸法を縦長に大きく形成することができる。このように切り開き開始部（２）の開口
寸法を長くできる分、上側切れ目線（３）および下側切れ目線（４）の長さを短くできて
、切り開き量を少なくすることができ、開梱作業をより簡単に行うことができる。さらに
切り開き開始部（２）の開口寸法が大きいため、適切な位置で切り開き領域（１０）を把
持して切り開くことができ、より一層スムーズに、切り開き操作を行うことができる。
【００７７】
　また本実施形態においては、切取許容部（２３）にその長さ方向に沿って等間隔おきに
折り曲げ線（２５）を形成しているため、既述したように、切取許容部（２３）を段目方
向に切り取って行く際に、切取許容部（２３）が無理なく外側に折れ曲がっていき、切取
許容部（２３）を簡単かつスムーズに切り取ることができる。
【００７８】
　また本実施形態においては、切り開き領域（１０）が形成される前側板部（１１）を、
左側板部（１４）に継ぎ合わせて角筒状に形成するようにしているため、強度の高い面を
残存できて、全体として強度の低下を防止することができる。すなわち継ぎ合わされた２
枚の側板部（１１）（１４）は、継ぎ合わせ加工によって段ボール構造の一部が破壊され
てしまい、継ぎ合わされない側板部（１２）（１３）に比べて強度が低下してしまうこと
があり、さらに前側板部（１１）は、切り開き用に多数の切れ目線（２４）（３）（４）
が形成されるため、強度が低下してしまう。このため仮に、継ぎ合わされていない右側板
部（１２）または後板部（１３）に、切り開き用の多数の切れ目線を形成すると、その側
板部まで強度が低下してしまい、４枚の側板部のうち３枚の側板部の強度が低下してまう
。換言すれば、高い強度の側板部が１枚のみになってしまい、全体として強度が低下する
おそれがある。これに対し、本実施形態では、継ぎ合わされた側板部（１１）に切り開き
用に多数の切れ目線（２４）（３）（４）を形成しているため、４枚の側板部のうち２枚
の側板部（１１）（１４）の強度が低下してしまうだけで、残り２枚の側板部（１２）（
１３）の強度を高く維持することができ、全体として強度低下を防止することができる。
【００７９】
　その上さらに、本実施形態においては、高い強度の後側板部（１３）を、トラック荷台
に対し積み卸しする際等のずり降ろし面（接地面）として構成しているため、積み卸し時
に、後側板部（１３）をトラック荷台に強く摺接させようとも、後側板部（１３）が損傷
するのを有効に防止できて、積み卸し作業等を効率良くスムーズに行うことができる。
【００８０】
　特に本実施形態においては、梱包時にバンド（６）を左右側板部（１２）（１４）に配
置しているため、バンド（６）が、ずり降ろし面としての後側板部（１３）に配置される
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ことがない。このため、後側板部（１３）を荷台に摺接したさせた際に、バンド（６）が
すり切れてしまうような不具合を防止することができる。
【００８１】
　また、前側板部（１１）の上端縁における上側切れ目線（３）の上端位置や、前側板部
（１１）の下端縁における下側切れ目線（４）の下端位置は、折れ曲がり易くなっている
が、本実施形態においては、上側切れ目線（３）の上端位置および下側切れ目線（４）の
下端位置を、前側板部（１１）および左側板部（１４）間のコーナ部、つまり段ボールを
折り曲げる位置に配置している。このため、切れ目線（３）（４）の端部位置が折れ曲が
り易くとも何ら問題はなく、むしろ側板部間を無理なく折り曲げることができ、梱包具（
１）の製作作業を容易に行うことができる。
【００８２】
　さらに本実施形態においては、前側板部（１１）の上端縁に達する上側切れ目線（３）
の第３直線部（３３）を斜め方向に配置して、上側切れ目線（３）が前側板部（１１）の
上端縁から斜め方向に切り込まれるようにしているため、十分な強度を確実に得ることが
できる。すなわち上側切れ目線（３）が前側板部（１１）の上端縁から高さ方向（垂直方
向）に直線的に切り込まれる場合には、その切込部において折れ曲がり易くなってしまう
が、本実施形態では、上側切れ目線（３）が前側板部（１１）の上端縁から斜め方向に切
り込まれるようにしているため、その切込部が折れ曲がり難く、十分な強度を確実に得る
ことができる。
【００８３】
　同様に、前側板部（１１）の下端縁に達する下側切れ目線（３）の第５直線部（４５）
を斜め方向に配置して、下側切れ目線（３）が前側板部（１１）の下端縁から斜め方向に
切り込まれるように配置しているため、下側切れ目線（３）が前側板部（１１）の下端縁
から縦方向に直線的に切り込まれる場合と比較して、折れ曲がり難く、十分な強度をより
確実に得ることができる。
【００８４】
　また本実施形態の梱包具（１）は、側板部（１１）～（１４）が、２層構造の強化段ボ
ールによって構成されているため、側板部（１１）～（１４）そのものの強度が向上し、
ひいては梱包具全体の強度をより一層向上させることができる。
【００８５】
　＜第２実施形態＞
　図７はこの発明の第２実施形態である段ボール製梱包具（１ａ）を示す展開図である。
同図に示すようにこの梱包具（１ａ）は、前側板部（１１）における上側切れ目線（３ａ
）が、下側から順に配置される第１および第２の２本の直線部（３１ａ）（３２ａ）によ
って構成されている。
【００８６】
　第１直線部（３１ａ）は、高さ方向に対し平行な方向に直進する高さ方向直線部として
構成されており、下端が上側開口部（２１）に達するように配置されている。
【００８７】
　第２直線部（３２ａ）は、高さ方向に対し４５°で傾斜する方向に直進する斜め方向直
線部として構成されており、下端が第１直線部（３１ａ）の上端に接続されるとともに、
上端が、前側板部（１１）における上端縁のやや左寄り位置に達するように配置されてい
る。
【００８８】
　さらに本第２実施形態の梱包具（１ａ）では、上記第１実施形態の梱包具（１）に比べ
て、前側板部（１１）における切り開き開始部（２）の上下方向長さが短く設定されてい
る。
【００８９】
　本第２実施形態の梱包具（１ａ）において他の構成は、上記第１実施形態と実質的に同
様であるため、同一または相当部分に、同一または相当符号を付して、重複説明は省略す
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る。
【００９０】
　この第２実施形態の梱包具（１ａ）においても、上記第１実施形態と同様に、同様の作
用効果を得ることができる。
【００９１】
　＜変形例＞
　上記実施形態においては、切れ目線（破断誘導線）を、端部が曲成した短寸の切込が多
数、線上に並んで配置されたジッパー状に形成しているが、それだけに限られず、本発明
においては、切れ目線の形状は特に限定されるものではない。例えば、切れ目線（破断誘
導線）を、直線形状の短寸の切込が多数、線上に直列に並んで配置されたミシン目状に形
成しても良いし、針孔状の孔が多数、線上に並んで配置された構成に形成するようにして
も良い。
【００９２】
　また上記実施形態においては、切り開き開始部（２）を開口部（２１）（２２）と、切
取許容部（２３）とで構成し、開梱時には切取許容部（２３）を切り取って、開口部（２
１）（２２）と共に、全域を開口させるようにしているが、それだけに限られず、本発明
において、切り開き開始部は、少なくとも開梱操作開始以降（開梱時）に開口されている
部分によって構成されていれば良く、換言すれば開口した部分および開口できる部分の少
なくともいずれか一方によって構成すれば良い。ここで、開口した部分とは、梱包操作前
に開口している部分であり、上記実施形態の開口部（２１）（２２）等に相当する。開口
できる部分とは、梱包操作前には閉塞されているが、開梱開始時以降には所定の操作を行
うことによって開口される部分であって、上記実施形態の切取許容部（２３）等に相当す
る。それ以外に開口できる部分とは、コ字状やＬ字状に切り込まれた部分であって、開梱
時には、押し曲げたり、引き曲げたりして開口できる部分等によって構成することができ
る。言うまでもなく、切り開き開始部は、開口した部分だけで構成するようにしても良い
し、開口できる部分だけで構成するようにしても良いし、開口した部分と、開口できる部
分とを組み合わせて構成するようにしても良い。
【００９３】
　また上記実施形態においては、上下両側破断誘導線としての切れ目線（３）（４）を、
複数の直線部によって構成するようにしているが、それだけに限られず、本発明において
は、各破断誘導線を１本の直線部によって構成しても良いし、破断誘導線に、緩やかに曲
成した曲線部を含めるようにしても良い。曲線部を含める場合、破断誘導線を１本の曲線
部によって構成しても良いし、曲率の異なる複数の曲線部によって構成するようにしても
良いし、１～複数の曲線部と、１～複数の直線部とを組み合せて構成するようにしても良
い。
【００９４】
　また上記実施形態においては、説明の都合上、前側板部（１１）を、開梱時に切り裂か
れる開梱用側板部として構成するようにしているが、それだけに限られず、本発明におい
て、開梱用側板部が配置される位置は限定されるものではなく、周囲に配置される側板部
であればいずれの側板部も、開梱用側板部に構成することができる。
【００９５】
　さらに上記実施形態においては、４枚の側板部が周方向に連設されて、周囲４面にそれ
ぞれ側板部が設けられた梱包具に、本発明を適用した場合を例に挙げて説明したが、それ
だけに限られず、本発明は、３枚、あるいは５枚以上の側板部が周方向に連設された梱包
具にも適用することができる。もっとも本発明は、形態安定性等を考慮すると、上記実施
形のように、４枚の側板部によって周囲４面が閉塞される形態の梱包具に適用するのが好
ましい。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　この発明の段ボール製梱包具は、製品の搬送や保管時に製品を梱包するのに利用するこ
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【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】この発明の第１実施形態である段ボール製梱包具を示す展開図である。
【図２】第１実施形態の梱包具において切取許容部を切取途中の状態で示す斜視図である
。
【図３】第１実施形態の梱包具において切り開き開始部を開口した状態で示す斜視図であ
る。
【図４】第１実施形態の梱包具において開梱状態を示す斜視図である。
【図５】第１実施形態の梱包具において梱包状態を示す斜視図である。
【図６】第１実施形態の梱包具における切取許容部の上側部を拡大して示す図であって、
同図（ａ）は正面図、同図（ｂ）は切取途中の状態で示す側面図である。
【図７】この発明の第２実施形態である段ボール製梱包具を示す展開図である。
【符号の説明】
【００９８】
１，１ａ…梱包具
１１～１４…側板部
２…切り開き開始部
２１，２２…開口部
２３…切取許容部
２４…中間切れ目線（中間破断誘導線）
２５…折り曲げ線
３…上側破断誘導線
３１，３２ａ，４５…直線部（斜め方向直線部）
３１ａ，３２，４２，４４…直線部（高さ方向直線部）
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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